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【子供の安全・安心】　子供の防犯ブザーの音が聞こえたら、現場に駆けつけたり、安全を確認していただくなど、区民の皆さんのご協力をお願いします。
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困
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す
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。

▽
対
象　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
高
齢
者
・
障
害
者
・
ひ
と
り
親
世
帯

　
の
い
ず
れ
か

②
区
内
に
継
続
し
て
３
年
以
上
居
住
し

て
い
る

③
生
活
保
護
を
受
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し
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④
区
内
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転
居
先
に
継
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し
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居
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す
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⑤
保
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が
お
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緊
急
連
絡
先
が

あ
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ほ
か

▽
助
成
額　
支
払
っ
た
初
回
保
証
料
の

２
分
の
１
（
限
度
額
２
万
円
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●
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齢
者
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替
え
居
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援
（
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居
前
に
申
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み
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取
り
壊
し
や
家
主
の
都
合
に
よ
る
契

約
更
新
拒
否
に
よ
り
立
ち
退
き
を
受
け

て
い
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方
に
対
し
て
、
転
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要
す
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成
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す
（
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に
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）。

▽
対
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次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
高
齢
者
・
障
害
者
・
ひ
と
り
親
世
帯

の
い
ず
れ
か

②
区
内
に
継
続
し
て
３
年
以
上
居
住
し

て
い
る

③
前
年
の
総
所
得
金
額
が
単
身
世
帯
は
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万
８
千
円
以
下
、
２
人
以
上
の
世

帯
は
こ
の
額
に
世
帯
員
が
１
人
増
え

る
ご
と
に
38
万
円
を
加
算
し
た
額
以
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ほ
か

▽
助
成
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仲
介
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引
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し
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用
の
合
計
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上
限
15
万
円
）

◆
以
降
、
右
記
記
事
の
共
通
項
目
◆

※
詳
し
く
は
、
左
記
問
合
せ
先
で
配
布

す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か
区
H
P
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
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⑩
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子
育
て
・
教
育

区
立
幼
稚
園
で
預
か
り
保
育

を
試
行
し
ま
す

　
３
年
４
月
以
降
に
区
立
幼
稚
園
で
、

教
育
活
動
時
間
終
了
後
に
引
き
続
き
子

供
を
預
か
る
「
預
か
り
保
育
」
を
試
行

し
ま
す
。

▽
実
施
園　
区
立
幼
稚
園
（
全
10
園
）

▽
対
象　
保
育
が
必
要
な
園
児

▽
日
数　
週
２
日
程
度

▽
時
間　
午
後
２
時
～
４
時
30
分

▽
定
員　
１
日
に
つ
き
10
人

区立幼稚園一覧

問合せ
区民課区民係
TEL（5246）1122
台東地区センター
TEL（3834）4406
東上野地区センター
TEL（5688）3633
上野地区センター
TEL（5815）8623
入谷地区センター
TEL（3876）1821
西部区民事務所
TEL（3876）2651

西部区民事務所谷中分室
TEL（3828）9291
浅草橋地区センター
TEL（3851）4500
南部区民事務所
TEL（3842）2651
雷門地区センター
TEL（3841）7924
北部区民事務所
TEL（3876）2284
北部区民事務所清川分室
TEL（3876）3566 

皆さんの
一番身近で心強い 町会に加入しませんか

　東日本大震災のような大規模災害時における救援活動では、ご近所同士での
助け合いで、多くの人命や財産が守られるなど町会の大切さが再認識されてい
ます。また、区が実施した意識調査の結果からも町会に求められる役割として、

「災害対策」が重要視されています。
　家族間で安否確認の方法を事前にシミュレーションするなど
防災意識を高めるとともに、町会では初期消火や避難誘導、避
難所運営などの訓練を行っておりますので参加してみません
か。「いざ」という時に頼りになるのはご近所の皆さんです。
詳しくは、右記二次元コードよりご覧ください。

　ご近所の方に相談するか、下記へお問合せください。また、下記問合せ先で
は、町会に加入したい場合や、加入について相談したい場合に使用できる「町
会加入・相談申込書」を配布しています。ぜひご活用ください。

町会はこのような活動を行っています

町会へ加入するには

情報のある
まちづくり
区政に関するチラシな
どを掲示板や回覧など
を使って提供したり、
広報「たいとう」の配
布も行っています。

きれいで快適な
まちづくり
資源ごみの集団回収な
どのリサイクル活動を
推進し、ごみの減量や
環境保全に貢献してい
ます。

健やかに暮らせる
まちづくり
健康学習会などを通し
て、いきいきと暮らせ
るまちづくりに取り組
んでいます。

災害に強い
まちづくり
自 主 防 災 組 織 を 作 っ
て、防災訓練や避難所
運 営 訓 練 な ど を 実 施
し、災害に強いまちを
目指しています。

安全な
まちづくり
防犯カメラの設置・管
理や、子供たちの見守
り活動など、安心して
暮らせるまちづくりを
行っています。

ふれあいのある
まちづくり
祭り、盆踊り、運動会
などのイベントを開催
し、地域のつながりを
大切にしています。

第２日曜日に区役所１階の窓口を開いています
▷日時　第2日曜日午前9時～午後5時　▷場所　区役所1階

日曜開庁・窓口延長 のお知らせ

取扱業務 窓口番号 問合せ
児童手当・子ども医療費助成の申請（※1）（※4） ⑫番 子育て・若者支援課 

TEL  （5246） 1232
住民税課税（非課税）証明書・納税証明書の交付
※申告済みに限る

⑤番
区役所代表
TEL（5246）1111 
から各担当課へお問
合せください

軽自動車税（種別割）納税証明書の交付
原動機付自転車(125cc以下のバイク)の登録・廃車（※4）
※ミニカー、小型特殊自動車、改造車両は除く
台東区循環バス「めぐりん」の1か月券・回数券・1日
券の販売
母子健康手帳の交付
住民税・軽自動車税（種別割）の納付・還付
※還付額は合計５万円未満に限る
国民健康保険の加入・喪失等の届出（※3）（※4）
※給付事務の取り扱いなし
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料
の納付
※還付事務の取り扱いなし
住民税・軽自動車税（種別割）・国民健康保険料・後
期高齢者医療保険料・介護保険料の納付相談（※2） ⑤番 収納課 

TEL  （5246） 1107
転入・転出・区内転居・世帯変更等の届出（※4）

⑥番 戸籍住民サービス課 
TEL  （5246） 1164

印鑑登録・廃止
特別永住者証明書の申請・交付
マイナンバーカード等の券面変更・再交付申請
マイナンバーカードの申請・交付
マイナンバーカードの電子証明書の更新
住民票の写し等の交付 ⑧⑨

番
戸籍住民サービス課 
TEL  （5246） 1163印鑑登録証明書の交付

戸籍証明（全部・個人事項証明、身分証明書等）の交付
戸籍の届出（※4） ⑪番 戸籍住民サービス課 

TEL  （5246） 1162
（※1）月～金曜日は子育て・若者支援課（6階⑥番）で取り扱っています。
（※2）月～金曜日は収納課（3階⑨番）で取り扱っています。
（※3）月～金曜日は国民健康保険課（2階⑫番）で取り扱っています。
（※4）他の市区町村や関連機関に確認等が必要な業務は、取り扱いできない場合があり
　　　ます。詳しくは、各担当課へお問合せください。

毎週水曜日に一部の窓口
時間を延長しています
▷日時　毎週水曜日午後7時ま

で（祝日・年末年始を除く）
▷場所

※取扱業務等、詳しくは区役所
代表電話 TEL  (5246) 1111

　から各担当課へお問合せくだ
さい。

・区役所
1階 戸籍住民サービス課

2階

国民健康保険課（後期高
齢者医療制度担当を含
む）、介護予防・地域支
援課、高齢福祉課、介
護保険課、障害福祉課

3階 区民課（国民年金係）、
収納課、税務課

6階
子育て・若者支援課（給
付担当）、放課後対策担
当、児童保育課

・区民事務所
西部区民
事務所 TEL  （3876） 2651
北部区民
事務所 TEL  （3876） 2284
南部区民
事務所 TEL  （3842） 2651

ご注意ください
※水曜窓口時間延長時と第2

日曜日では、取扱業務が
異なります。

※他の市区町村や関係機関
に確認等が必要な業務は、
取り扱いできない場合が
あります。詳しくは、各
担当課・区民事務所へお
問合せください。

※
長
期
休
業
期
間
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
、
各

園
に
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
学
務

課
ＴＥＬ
（
５
２
４
６
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１
４
１
１

子
育
て
心
理
相
談（
予
約
制
）

　
「
子
供
や
家
族
の
こ
と
で
イ
ラ
イ
ラ

し
て
し
ま
う
」「
自
分
に
、
子
育
て
に

自
信
が
も
て
な
い
」「
出
産
後
、
気
分

が
落
ち
込
み
が
ち
」
な
ど
の
相
談
に
、

専
門
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
応
じ
ま
す
。

▽
日
程　
①
４
月
21
日
㈬　
②
27
日
㈫

▽
時
間　
午
前
９
時
30
分
～
11
時
（
１

人
30
分
程
度
）

▽
対
象　
区
内
在
住
で
、
就
学
前
の
子

供
を
育
て
て
い
る
方

▽
場
所
・
申
込
み
・
問
合
せ

①
浅
草
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
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②
台
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健
サ
ー
ビ
ス
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９
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ご意見を募集しています

（計画中間のまとめパブリックコメント）

区では、台東区耐震改修促進計画を策定し、今年
度末を計画期間として住宅・建築物の耐震化に取
り組んできました。引き続き、住宅・建築物の耐
震化を計画的かつ総合的に促進し、災害に強い台
東区を実現するため、3～8年度の新たな計画を
策定します。皆さんのご意見
をお寄せください。
▷問合せ　〒110－8615
　台東区役所建築課
　（区役所5階⑪番）
　 TEL（5246）1335
　 FAX（5246）1359

▷対象　区内在住か在勤（学）の方、区内に
事務所または事業所を有する個人または
法人その他団体、計画等に利害関係を有
する個人または法人その他団体
★閲覧・意見提出用紙配布場所　上記問合せ

先のほか、区役所3階⑦番区政情報コー
ナー、区民事務所・同分室、地区センター、
生涯学習センター1階受付
▷応募方法　意見提出用紙に記入し、配布場

所に提出する（閉庁日を除く）か、郵送
またはファックスで上記問合せ先へ（区
HPからも応募可）

※口頭や電話での意見の受付はできません。
※個別の回答は行いません。
▷応募締切日　4月5日㈪（必着）

台東区耐震改修促進計画

計画について、詳し
くは上記二次元コー
ドをご覧ください。


